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暮
ら
し
の
情
報

生
活
に
役
立
つ
、身
近
な
情
報

Mikasacity

information

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
」参
加
者
募
集

　

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、認
知

症
の
人
や
そ
の
家
族
を
温
か
く
見
守

り
応
援
者
と
な
る「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」の
養
成
講
座
を
行
い
ま
す
。

　

講
座
を
受
講
さ
れ
た
方
に
は
、サ
ポ
ー

タ
ー
の
証
と
し
て
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ

（
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
）を
差
し
上
げ
ま
す
。

【
日
時
】８
月
28
日
㈬
①
午
前
10
時
②

午
後
６
時

※
①
、②
と
も
同
じ
内
容
で
す
。都
合

の
良
い
時
間
に
参
加
く
だ
さ
い
。

【
場
所
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

【
料
金
】無
料

【
申
込
期
限
】27
日
㈫
ま
で
に
電
話
ま

た
は
直
接
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
５
人
以
上
の
場
合
、出
前
講
座
と

し
て
講
師
を
派
遣
し
ま
す
の
で
、開

催
を
希
望
さ
れ
る
日
の
１
カ
月
前
ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
先
】

ふ
れ
あ
い
健
康
セ

ン
タ
ー
地

域
包
括
支

援
係
☎
③

２
０
１
０

　本年6月、札幌市で虐待による大変痛ましい事件が起きました。
　平成29年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談件数は13万件超
と過去最多となっています。子どもを守るためには社会全体による早期発見・
早期対応が重要になります。少しでも不審に感じたときは、ご連絡ください。

【問合先】福祉事務所子ども子育て支援係☎②3995

虐待から子どもを守りましょう

　子育てに関する悩みや質問などもお受けして
います。

連 絡 先

ひきこもり相談窓口のご紹介
　市では「ひきこもり」のことでお悩
みの方からの相談をお受けし、解決の
糸口を見つけるお手伝いをしています。
　厚生労働省が定義する「ひきこもり」は「6カ月以上自宅にこもって会社や
学校に行かず、家族以外との親密な対人関係が無い状態」のことで、その原
因はさまざまとされています。「外に出るのが怖い」「何かしなければと思う
けどなかなか一歩が踏み出せない」「家族が引きこもっているが、どう関わ
れば良いのか分からない」などとお悩みのときは、一人で悩まないで一緒に
対応方法を考えていきましょう。

■児童虐待に関すること
■発達障害児に関すること

福祉事務所子ども子育て支援係
☎②３９９５

■児童虐待に関すること
（児童相談所につながる全国共
通の24時間対応ダイヤル）

児童相談所全国共通ダイヤル
１８９（「いちはやく」）

■児童虐待に関すること
■いじめや不登校に関すること

子どもの人権１１０番
☎０１２０-００７-１１０

（札幌法務局岩見沢支局につながります）

主な対象 主な内容 相談・連絡先
小、中、高校生
とそのご家族

■不登校など学校生活に
　関すること

学校教育課学校教育係
☎②２１９７

成人とそのご
家族

■ひきこもりによる就労
　に関すること 福祉係

ふれあい
健康センター
☎③２０１０

■高齢者のひきこもりに
　関すること 地域包括支援係

■心身の障がいによるひ
　きこもりに関すること 健康係

相
談
窓
口

【受付日時】月から
金 曜 日（ 祝 日 を 除
く）までの午前８時
３０分から午後５
時まで

【問合先】ふれあい健康センター健
康係☎③2010
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6月分出生届

ちっちゃな新しい市民

お誕生おめでとう

Congrats!コングラチュレーション

お名前 保護者

吾
あが

妻
つま

  慧
けい

一
いち

 くん
聡一さん
菜美さん

5月21日生まれ 有明町

消
防
本
部
臨
時
職
員
募
集

【
職
種
・
人
員
】消
防
業
務
員
若
干
名

【
応
募
要
件
】大
型
自
動
車
免
許
証
を

保
有
し
３
年
以
上
の
運
転
実
務
経
験

を
有
す
る
市
内
在
住
の
方

【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
30
分
か
ら
翌

朝
８
時
30
分
ま
で
の
24
時
間

【
申
込
・
問
合
先
】消
防
本
部
総
務
係

☎
②
２
０
３
３

花
火
を
楽
し
む
た
め
に

　

決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
を
守
り
、火

事
や
、や
け
ど
な
ど
の
事
故
を
起
こ

さ
な
い
よ
う
次
の
こ
と
に
気
を
付
け

て
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

▼
遊
び
方
や
注
意
書
き
を
よ
く
読
ん

で
、必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。▼
燃
え
や

す
い
物
の
な
い
広
い
場
所
で
遊
び
ま

し
ょ
う
。▼
風
の
強
い
日
は
、花
火
を

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。▼
バ
ケ

ツ
に
水
を
用
意
し
て
、遊
び
終
わ
っ
た

花
火
は
完
全
に
消
火
し
、ご
み
は
必
ず

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。▼
必
ず
大
人
が

付
き
添
っ
て
、事
故
防
止

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】消
防

署
消
防
係
☎
②

３
４
９
９

市
立
病
院
外
来
診
療
の

お
知
ら
せ

▼
精
神
神
経
科
外
来
診
療
時
間
の
変
更

　

８
月
１
日
㈭
か
ら
毎
週
火
曜
日
と

木
曜
日
の
診
療
時
間
は
、い
ず
れ
も

午
前
中
に
な
り
ま
す
。

▼
外
来
全
科
診
療
の
休
診

　

８
月
15
日
㈭
の
午
後
は
休
診
し
ま

す
。

【
問
合
先
】市
立
病
院
医
事
係
☎
②
３

１
３
１

市
立
図
書
館
の
休
館

　

次
の
期
間
は
資
料
整
理
の
た
め
休

館
し
ま
す
。返
却
さ
れ
る
図
書
は
、図

書
館
入
り
口
前
の
返
却
ポ
ス
ト
に
投

函
し
て
く
だ
さ
い
。

【
休
館
期
間
】８
月
21
日
㈬
～
31
日
㈯

【
問
合
先
】市
立
図
書
館
☎
②
３
５
１
４

し
尿
く
み
取
り
の
休
日
に
つ

い
て

　

８
月
15
日
㈭
・
16
日
㈮
は
、し
尿
く

み
取
り
が
休
み
で
す
。

　

く
み
取
り
を
希
望
さ
れ
る
方
は
早

め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】㈲
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
ミ

カ
サ
☎
②
２
４
４
４

公
営
住
宅
入
居
者
募
集

【
募
集
団
地
・
戸
数
】▼
榊
町
団
地
Ａ
棟

（
３
階
建
）２
Ｄ
Ｋ
１
戸（
２
階
）／
家

賃
２
１
，９
０
０
円
～
５
０
，５
０
０

円
▼
榊
町
団
地
Ｂ
棟（
３
階
建
）１
Ｄ

Ｋ
１
戸（
２
階
）／
家
賃
１
７
，７
０
０

円
～
４
０
，６
０
０
円
▼
さ
い
わ
い
団

地
Ｅ
棟（
平
屋
）２
Ｄ
Ｋ
１
戸 

／
家
賃

１
９
，３
０
０
円
～
４
４
，５
０
０
円

【
入
居
条
件
】①
税
金
な
ど
の
滞
納
が

な
い
方
②
住
宅
に
困
っ
て
い
る
低
所

得
者
③
暴
力
団
員
で
な
い
方
④
犬
・

猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
な
い

方
⑤
入
居
決
定
後
１
カ
月
以
内
に
入

居
で
き
る
方
⑥
入
居
前
に
家
賃
の
３

カ
月
分
の
敷
金
が
必
要

※
こ
の
ほ
か
に
も
募
集
し
て
い
る
団

地
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
応
募
期
限
】８
月
９
日
㈮

【
入
居
決
定
】応
募
者
多
数
の
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
。

【
申
込
・
問
合
先
】建
設
課
住
宅
係
☎
②

３
９
９
８

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

試
験
の
お
知
ら
せ

　

市
で
は
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
資

格
要
件
に
、排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
が
い
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
ま
す

の
で
、必
要
な
方
は
受
験
願
い
ま
す
。

【
日
時
】10
月
21
日
㈪
午
後
１
時
30
分

【
場
所
】札
幌
市
社
会
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー（
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
19
丁
目
） 

※
今
年
度
か
ら
岩
見
沢
会
場
は
廃
止

と
な
り
ま
し
た
。  

【
受
験
料
】７
，０
０
０
円 

 

【問合先】市民生活課
市民年金係☎②3187

［掲載承諾をいただいた方］

【
受
付
期
間
】８
月
19
日
㈪
～
28
日
㈬

【
主
催
】北
海
道
地
方
下
水
道
協
会 

【
申
込
・
問
合
先
】水
道
課
工
事
係
☎
②

３
１
７
８

悪
臭
対
策
の
取
り
組
み

　

広
報
み
か
さ
７
月
号
で
お
知
ら
せ

し
て
い
た
、養
豚
場
に
関
わ
る
訴
訟

に
係
る
第
五
回
口
頭
弁
論
が
、７
月

18
日
に
札
幌
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

内
容
は
、前
回
の
口
頭
弁
論
で
株
式

会
社
カ
ー
サ
か
ら
提
出
さ
れ
た
答
弁

書
と
証
拠
書
類
に
対
し
、市
か
ら
新
た

に
反
論
す
る
書
類
を
提
出
し
審
理
が

行
わ
れ
た
結
果
、引
き
続
き
審
理
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
24
人
の
市
民
が
傍
聴
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

次
回
の
口
頭
弁
論
に
つ
い
て
は
、

９
月
19
日
㈭
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、弁
護
士
や
関
係
機
関
へ

の
相
談
や
協
議
を
す
す
め
、今
ま
で

行
っ
て
き
た
行
政
処
分
の
正
当
性
が

十
分
認
め
ら
れ
る
よ
う
引
き
続
き
強

く
主
張
し
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、７
月
17
日
現
在
の
豚
の
飼

育
頭
数
は
約
３
，０
０
０
頭
で
し
た
。

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
環
境
衛
生
係 

☎
②
３
１
８
９


